
令和５（２０２３）年度 京都市手話言語条例推進方針等に係る懇話会 次第 

 
日時：令和６（２０２４）年３月２６日（火）午前１０時～正午 

場所：京都市聴覚言語障害センター２階 研修室  
 
 

１ 開会 

２ 自己紹介 

３ テーマ等 

⑴ 「施策の推進方針」に基づく事業の進捗 
⑵ 意見交換 

４ 閉会 

 
 
≪議題資料≫ 

・ 京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例に基づく手話に関する

施策の推進方針における取組の実績等について 
 
≪参考資料≫ 

⑴ 京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例 
⑵ 京都市手話言語条例推進方針等に係る懇話会開催要綱 
⑶ 第２期京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例に基づく手話 
に関する施策の推進方針 

⑷ 委員名簿 
⑸ 座席表 
 



・ほほえみ広場、区民ふれあい祭り等にブース出
・西京ひろばにブース出展

・上京区民まつり、西京ひろばin洛西、西京ひろばin西山別
院、醍醐ふれあいプラザにブース出展。

・各区の動向を踏まえ、ブース出展を検討

・しゅわしゅわ京都の映像をアップロード
・手話動画での情報発信を実施（新型コロナウイルス感染症関
連、市長メッセージ、市長記者会見等）

・手話動画での情報発信を実施（新型コロナウイルス感染症関
連、市長メッセージ、市長記者会見等）

・きょうと動画情報館等での動画掲載を継続

・リーフレットの発行・配布 ・リーフレットの継続配布 ・リーフレットの継続配布 ・リーフレットの継続配布

・職員向けの自主研修「手話講座」の実施や新規
採用職員研修等での手話科目設定

・職員向けの自主研修「手話講座」の実施（全国手話検定４級
取得相当のカリキュラムとし、検定費用を公費負担（受講申込
者数２３名／定員３０名））
・新規採用職員・新任主任級職員研修等での手話科目設定の継
続

・職員向けの自主研修「手話講座」の実施（全国手話検定４級
取得相当のカリキュラムとし、検定費用を公費負担（受講申込
者数２６名／定員３０名））
・新規採用職員・新任主任級職員研修等での手話科目設定の継
続

・継続して開催

・手話入門体験講座の実施 ・継続して開催 ・継続して開催 ・継続して開催

・手話講座（入門・基礎）の実施 ・継続して開催 ・継続して開催 ・継続して開催

・御室小学校等との交流学習、クラブ交流等を実
・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・「手話」をテーマにほほえみ交流活動支援事業
・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・リーフレットの発行・配布 ・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・ビデオ教材を作成し、総合教材ポータルサイト
・継続して活用 ・継続して活用 ・継続して活用

・簡単な手話の挨拶や条例等の説明を実施
・教職員を対象とした業種別研修を実施（３回連続講座）
　受講者数：教育関係　３名／定員１０名

・簡単な手話の挨拶や条例等の説明を実施 ・継続して実施

・手話学習のヒントとなる「モデル授業」のビデ
・継続して掲載 ・継続して掲載 ・継続して掲載

・継続して活用

・継続して実施

・継続して掲載

・　総合教材ポータルサイトにおいて、手話研修の映像を掲載するとともに、手話辞典や手話動画サイトを紹介する。　　【継続】

・　カリキュラム開発支援センターに手話関連資料を配架するとともに貸出を行う。　　【継続】

・継続して実施

・継続して実施

・継続して実施

④　児童生徒に向けた学校教育の場での理解促進

・　学校において、当事者との手話の体験・交流学習（ほほえみ交流活動支援事業）や手話学習への講師派遣事業を実施する。　　【継続】

・　児童・生徒向けの手話について学ぶリーフレットを作成し、市立学校に配布する。　　【継続】

・　学校教育の場で、手話学習の教材として教職員が活用できるビデオ教材を作成する。　　【継続】

・　市立学校教職員を対象とした研修に手話に関する内容を取り入れる。　　【継続】

⑴  　手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること

①　当事者との関わりを通じた手話に触れる機会の提供

・　手話に触れたことのない市民向けの手話体験の講座を開催する。　　【継続】

・　初めて本格的に手話を学習する市民向けの手話講座の定員を拡充する。　　【継続】

・　聾学校と市立学校の児童生徒の交流学習を実施する。　　【継続】

・　区民ふれあいまつり等のイベントにおいて、当事者から手話を学び、体験できるブースを出展する。　　【継続】

②　ホームページ、リーフレット、マスメディア等を活用した手話に対する理解の促進

・　市ホームページ内に、手話に関するページを新設し、手話講座動画の掲載や、聴覚障害の特性、手話通訳者の仕事内容、手話サークルの紹介、手話検定のＰＲ等の手話に関する情報を提供する。　　【継続】

・　手話の意義や聴覚障害の特性を説明するとともに、手話を学ぶ方法（手話講座や自主的サークル等）を紹介したリーフレットを作成する。　　【継続】

③　市民等が手話を学習する機会の提供

・取組なし（新型コロナウイルス感染症の影響によるもの）

・手話動画での情報発信を実施（新型コロナウイルス感染症関連、市
長メッセージ、市長記者会見等）

・リーフレットの継続配布

・職員向けの自主研修「手話講座」の充実（全国手話検定４級取得相
当のカリキュラムとし、検定費用を公費負担
・新規採用職員・新任主任級職員研修等での手話科目設定の継続

・　すべての市職員が、手話に関心を持つ機会を拡充するとともに、聴覚障害を正しく理解し、あいさつ等、窓口対応などで活用できる手話を学ぶための研修を充実する。　　【充実】

・継続して開催

・継続して開催



・派遣を継続
・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会がメールでの手話通訳者
派遣の申込を継続して実施
・遠隔手話通訳サービスを継続（京都府事業）

・派遣を継続
・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会がメールでの手話通訳者
派遣の申込を継続して実施
・遠隔手話通訳サービスを継続（京都府事業）

・継続して実施

・貸出を実施 ・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・手話通訳嘱託員を配置 ・継続して配置 ・継続して配置 ・継続して配置

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が遠隔手話通訳サービス
を継続して実施（京都府事業）
・遠隔手話通訳サービスの区役所等での利用について、京都府
等と調整
・区役所等に配置している手話通訳者が不在の場合、他の区役
所等の手話通訳者が区役所等に配備されているタブレット端末
を利用し、通訳できるサービスを実施

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が遠隔手話通訳サービス
を継続して実施（京都府事業）
・遠隔手話通訳サービスの区役所等での利用について、京都府
等と調整
・区役所等に配置している手話通訳者が不在の場合、他の区役
所等の手話通訳者が区役所等に配備されているタブレット端末
を利用し、通訳できるサービスを実施

・継続して実施

・新型コロナウイルス感染症等関連情報の手話で ・手話動画での情報発信を実施（新型コロナウイルス感染症関
連、市長メッセージ、市長記者会見等）

・手話動画での情報発信を実施（新型コロナウイルス感染症関
連、市長メッセージ、市長記者会見等）

・きょうと動画情報館等での動画掲載を継続

・市役所内で配置を促進 ・継続して依頼 ・継続して依頼 ・継続して依頼

・本会議及び予算・決算特別委員会市長総括質疑
・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・取組なし（新型コロナウイルス感染症の影響によるもの） ・行財政局防災危機管理室と課題の共有 ・行財政局防災危機管理室と課題の検討

・京都ユニバーサル観光講習会（オンライン）において、手話
言語条例について紹介

・京都ユニバーサル観光講習会（オンライン）において、手話
言語条例について紹介

・継続して実施

・「おもてなし手話イラスト会話帳」を京都ユニ
バーサル観光ナビホームページに掲載

・継続して掲載 ・継続して掲載 ・継続して掲載

・京都ユニバーサル観光講習会（オンライン）において、手話を取り
上げた。（R3年度視聴回数：60回）
※　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により取組なし

・継続して掲載

・派遣を継続
・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会がメールでの手話通訳者派遣の
申込を実施（令和2年度から開始）
・遠隔手話通訳サービスを実施（京都府事業）（令和2年度から開
始）

⑵　手話により情報を取得する機会の拡大に関すること。

①　手話による情報取得等に関する支援の促進

・　当事者の必要に応じて、利用料無料で手話通訳者を派遣する。　　【充実】

・　京都市聴覚言語障害センターにおいて、手話通訳等の派遣コーディネイト、手話の入った視覚資料の貸出を行う。　　【継続】

・　救急搬送等の緊急時に、消防隊員や医療従事者等の要請に応じて、迅速に手話通訳者を派遣する。　　【新規】

②　市や市会における手話での情報取得等の機会の拡大

・　区役所等に配置している手話通訳嘱託員の不在時の当事者への対応方法について検討する。　　【継続】

・継続して実施

・緊急時の手話通訳者派遣事業を実施（令和2年度から開始）

・手話通訳者を継続配置（法改正に伴い、令和2年度以降は嘱託員か
ら会計年度任用職員に移行）

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が遠隔手話通訳サービスを継続
して実施（京都府事業）
・遠隔手話通訳サービスの区役所等での利用について、京都府等と調
整
・区役所等に配置している手話通訳者が不在の場合、他の区役所等の
手話通訳者が区役所等に配備されているタブレット端末を利用し、通
訳できるサービスを実施（令和3年度から開始）

・手話動画での情報発信を実施（新型コロナウイルス感染症関連、市
長メッセージ、市長記者会見等）

・継続して依頼

・継続して実施

・取組なし（新型コロナウイルス感染症の影響によるもの）

・　インターネット議会中継に手話通訳を導入する。　　【継続】

・　避難所等において、当事者が手話により情報を獲得し、意思疎通を図れる仕組みの整備に向けた検討を進める。　　【新規】

③　事業者等における手話での情報取得等の機会の拡大

・　観光案内所をはじめとする観光事業者や「京都観光おもてなしコンシェルジュ」への手話研修を実施する。　　【継続】

・　あいさつや観光客をおもてなしするための簡単な会話等の手話を記載した手話イラスト集を作成し、観光事業者等に配布する。　　【継続】

・　市ホームページに掲載している行政情報について、手話による情報発信を促進する。　　【継続】

・　市主催イベントにおけるステージ等への手話通訳の配置を促進する。　　【継続】

・　区役所や地域リハビリテーション推進センター等、当事者が利用する機会の多い窓口に、手話通訳嘱託員を配置する。　　【継続】



・リーフレットに手話通訳者の配置協力を記載 ・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・関係機関への依頼等を実施 ・今年度より放送なし ・関係機関への依頼等を実施 ・関係機関への依頼等を実施

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が電話リ

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が遠隔手話通訳サービス
を継続して実施（京都府事業）
・区役所等に配置している手話通訳者が不在の場合、他の区役
所等の手話通訳者が区役所等に配備されているタブレット端末
を利用し、通訳できるサービスを実施

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が遠隔手話通訳サービス
を継続して実施（京都府事業）
・区役所等に配置している手話通訳者が不在の場合、他の区役
所等の手話通訳者が区役所等に配備されているタブレット端末
を利用し、通訳できるサービスを実施

・継続して実施

・リーフレットに、手話の意義や聴覚障害児向け
放課後等デイサービス等について掲載

・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・職員向けの自主研修「手話講座」の実施（全国手話検定４級
取得相当のカリキュラムとし、検定費用を公費負担（受講申込
者数２３名／定員３０名））のうち、５名が障害福祉もしくは
母子保健の従事者

・職員向けの自主研修「手話講座」の実施（全国手話検定４級
取得相当のカリキュラムとし、検定費用を公費負担（受講申込
者数２６名／定員３０名））のうち、５名が障害福祉もしくは
母子保健の従事者
・民間事業者対象の業種別研修を実施（３回連続講座）
　受講者数：保育関係　９名／定員１０名

・継続して実施

・中途失聴・難聴者向け手話講座の実施 ・継続して開催 ・継続して開催 ・継続して開催

・相談対応等を実施 ・継続して実施 ・継続して実施 ・継続して実施

・関係団体との意見交換 ・継続して検討 ・継続して検討 ・継続して検討

・手話通訳者養成講座を継続 ・手話通訳者養成講座を継続 ・手話通訳者養成講座を継続 ・継続して実施

・手話通訳者と要約筆記者の派遣時間に係る考え
・継続して実施

・キャンセル規定を整備
　１　連絡時間が待ち合わせ時刻の前日１７時より前の場合
　　は、手当を支給しない。
　２　連絡時間が待ち合わせ時刻の前日１７時以降の場合は、
　　１，０００円を支給する。
　３　連絡時間が待ち合わせ時刻以降の場合は、
　　２，０００円を支給する。

・継続して実施

・継続して検討

・手話通訳者養成講座を継続

・令和２年度当初から派遣報酬を改定のうえ、実施

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が意志疎通支援者向けの業務災
害規定及び感染症補償規定（新型コロナウイルス感染症を含む）を制
定のうえ、実施

・（福）京都聴覚言語障害者福祉協会が遠隔手話通訳サービスを継続
して実施（京都府事業）
・区役所等に配置している手話通訳者が不在の場合、他の区役所等の
手話通訳者が区役所等に配備されているタブレット端末を利用し、通
訳できるサービスを実施（令和3年度から開始）

・継続して実施

・聴覚言語障害センターが継続して講師派遣を実施
・民間事業者対象の業種別研修を実施（３回連続講座）
　　令和3年度受講者数：保育関係１０名／定員１０名
※　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により取組なし

・継続して開催

・継続して実施

・　手話通訳者の報酬改善等活動しやすい環境整備に向けた検討を進める。　　【充実】

・　要約筆記を併用しながら手話を学ぶことのできる、中途失聴者、難聴者及びその家族等を対象とした手話講座を実施する。　　【継続】

・　京都市聴覚言語障害センターにおいて、当事者の相談、検査、指導及び訓練等を行う。　　【継続】

・　手話通訳者に必要な資格取得を目指す方のための養成講座を充実するとともに、講座受講者を増やすために、ホームページ等で周知を進める。　　【充実】

①　手話通訳者確保に向けた養成事業の充実

⑷　手話通訳者の確保及び養成をはじめとする、手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。

・　学生や市民の手話ボランティア（軽易な内容についての通訳や、手話を学びたい当事者やその家族等への手話の習得支援を行う。）による支援のコーディネイトについて検討する。　　【継続】

⑶　手話の獲得及び習得の支援並びにコミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備に関すること。

・研修や連絡・調整の機会等を捉え、手話通訳者の必要性を情報提供

・J:COM 京都みやびじょんにおいて、新型コロナウイルス感染症への
注意喚起を行う手話動画の放送

①　当事者（聴覚に障害のある乳幼児、児童生徒含む）やその家族等への啓発及び情報提供

・　医療機関や福祉施設等の関係機関の協力のもと、手話の意義や、手話の獲得又は習得を希望する場合の相談先等の情報を市ホームページ、リーフレット等により提供する。　　【継続】

・　難聴児やその保護者が早期から適切な支援を受けることができるよう、障害福祉や母子保健等に従事する市職員に対して、聴覚障害や手話の理解促進に向けた研修会を実施する。　　【新規】

②　当事者及びその家族等の手話獲得及び習得に関する支援の推進

②　手話通訳者が活動しやすい環境の整備

・　テレビやホームページ等における手話による情報提供を促進するため、関係機関への働きかけを行う。　　【継続】

④　新たな技術を活用した情報取得等の手段の導入に向けた検討

・　タブレット端末等のテレビ電話機能を活用した遠隔手話サービスや電話リレーサービス等、新たな技術を活用した手話による情報取得手段について、情報収集を行いながら、導入について検討する。

・　公共交通機関、消防、病院等の生活基盤に関わる機関における、手話通訳の配置を促進するため、情報提供を行う。　　【充実】

報酬 交通費

改定前 １回につき３千円 報酬に含む

改定後 １時間ごとに２千円 報酬と別途支給































 
 
 

京都市手話言語条例推進方針等に係る懇話会 委員名簿 
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氏名 所属団体等 

竹本 明史 京都府立聾学校校長 

櫻井 陽子 京都市聴覚言語障害センター所長 

齊藤 百音 市民公募委員 

中本 貴久 京都市ＰＴＡ連絡協議会会長 

星田 真理子 京都手話通訳問題研究会市内班 

高井 小織 京都光華女子大学准教授 

藤岡 寿子 京都ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュ 

栗林 純子 京都市要約筆記サークル「かたつむり」広報局長 

柴田 浩志 全国手話研修センター事務局次長 

國重 初美 京都市小学校長会副会長 

上田 晶子 聴言センター家族会 

黒木 茉紘 立命館大学手話サークル「歩む会」代表 

谷淵 啓 社会福祉法人京都市社会福祉協議会事務局次長 

高山 正紀 京都市聴覚障害者協会副会長 

阿野 大次郎 特定非営利活動法人京都市中途失聴・難聴者協会 

石神 博行 京都手話学習会「みみずく」会長 

兵庫 美砂子 耳鼻咽喉科ひょうごクリニック 


